
ⅰ　各審査項目の採点

ⅱ　委員１人の評点

ⅲ　合計点（二次審査）の算出

ⅰ　委員１人の順位点

　３　順位点の算出方法（低い方が優位）

二次審査における委員１人の評点により、各提案者の順位点の算出を行います。

例）Ａ委員の評点が、α社が63点、β社が65点、γ社が53点、δ社が55点、ε社57点の場合、Ａ
委員の順位点は、α社が2位＝2点、β社が1位＝1点、γ社が5位＝5点、δ社が4位＝4点、ε社が3
位＝3点

例）α社における一次審査の評点が112点、二次審査の評点が448点の場合、α社の合計点＝112点
＋448点＝560点
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　受託予定者の決定に係る採点は下記の算式にて行い、合計点が適正基準点以上で最も
高位の方を受託候補者とします。

１　二次審査の採点は、下記の順に算出を行います。
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　２　合計点の算出方法（高い方が優位）

一次審査（最大評点140点）と二次審査（最大評点560点）の合計により、合計点の
算出を行います。（最大700点）

委員１人の評点の合計

例）各委員におけるα社の評点が、Ａ委員が63点、Ｂ委員が60点、Ｃ委員が65点、Ｄ委員が70
点、Ｅ委員が58点、Ｆ委員が67点、Ｇ委員が65点の場合、α社の合計点（二次審査）＝63点＋60
点＋65点＋70点＋58点＋67点+65点＝448点（合計点（二次審査）の最大評点＝560点）

例）審査項目配点＝１０点、委員の評価レベル＝４の場合

　　審査項目点＝１０×８０％＝８点

各審査項目点の合計

例）α社におけるＡ委員の審査項目点が、8点、10点、6点、6点、10点、8点、4点、8点、3点の場
合、Ａ委員１人の評点＝8点＋10点＋6点＋6点＋10点＋8点＋4点＋8点＋3点＝63点（委員１人の最
大評点＝80点）

合計点及び順位点の算出方法

審査項目点＝審査項目の配点×下表に示す審査員の評価レベルに応じた条率

評価レベル評価内容 乗率

100%



ⅱ　順位点

ⅰ　通常の採点

ⅱ　特定による採点

　以　　上　

委員１人の順位点の合計

例）各委員におけるα社の順位点が、Ａ委員が2点、Ｂ委員が2点、Ｃ委員が2点、Ｄ委員が1点、
Ｅ委員が1点、Ｆ委員が2点、Ｇ委員が2点の場合、α社の順位点＝2+2+2+1+1+2+2＝12点

例）２で算出した合計点が、α社が560点、β社が559点、γ社が480点、δ社が496点、ε社が512
点で、３－ⅱで算出した順位点が、α社が12点、β社が9点、γ社が35点、δ社が28点、ε社が21
点の場合、合計点の最高位がα社、順位点の最低位がβ社となり提案者が一致しない。
⇒下表のとおり、ねじれの対象者において、委員の評点の最高点及び最低点を除いた合計点を算
出し、最高位となったβ社が受託候補者となる。

　４　選定方法

合計点のうち、最高位の提案者を受託候補者とする。ただし、下記「特例による採
点」の基準に合致した場合は、これに示す方法により、受託候補者を選定する。

合計点が最高位の提案者と、順位点が最低位の提案者が一致しない場合（以下「ね
じれの対象者」という。）は、ねじれの対象者について、それぞれの委員点の最高
点及び最低点を除いた合計点により、最高位となった提案者を受託候補者とする。

１次 ２次
最終

客観 A B C D E F G 計

α社
合計点 112 63 60 65 70 58 67 65 448

合計点 110 65 62

560

順位点 － 2 2 2 1 1 2 2 － 12

γ社
合計点 100 53 51

449 559

順位点 － 1 1 1 2 2 1 1 － 9

67 65 55 69 66
β社

合計点 102 55 53

380 480

順位点 － 5 5 5 5 5 5 5 － 35

55 60 50 56 55

ε社
合計点 104 57 55

394 496

順位点 － 4 4 4 4 4 4 4 － 28

57 62 52 58 57
δ社

408 512

順位点 － 3 3 3 3 3 3 3 － 21

59 64 54 60 59

１次 ２次
最終

客観 A B C D E F G 計

320 43265 70 58 67 65α社 合計点 112 63 60

325 43567 65 55 69 66β社 合計点 110 65 62


